
 

目黒区障害者差別解消支援地域協議会設置要綱 

 

平成２８年１２月２７日付け目健障第５９８２号 決定 

令和 ２年 ４月 １日付け目健障施第８１２号 改正 

令和 ６年 ４月 １日付け目健障施第５０２７号 改正 

 

（設置） 

第 1 条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号。以

下「障害者差別解消法」という。）第１７条の規定に基づき、目黒区障害者差別解消支援

地域協議会（以下「地域協議会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 地域協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）障害者の差別解消に係る相談事例の情報共有及び情報発信に関すること。 

（２）地域の関係機関による連携体制の構築に関すること。 

（３）共生社会の実現にかかる啓発・周知に関すること。 

（４）その他障害者の差別解消及び権利擁護に関すること。 

（組織） 

第 3条 地域協議会の委員（以下「委員」という。）は、次に掲げる者について目黒区長（以

下「区長」という。）が委嘱し、おおむね２０名程度の委員をもって組織する。 

（１）学識経験者 

（２）保健医療機関の職務に従事する者 

（３）法曹の職務に従事する者 

（４）商工の事業に従事する者 

（５）障害者 

（６）障害福祉サービス事業に従事する者 

（７）障害者団体が推選する者 

（８）就労支援機関の職務に従事する者 

（９）教育機関の職務に従事する者 

（10） 福祉又は権利擁護の職務に従事する者 

（11） その他区長が必要と認める者 



２ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における

後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（臨時委員） 

第 4条 地域協議会に協議の必要に応じ、臨時委員を置くことができる。 

２ 臨時委員は、次にかかげる者のうちから区長が任命する。 

 （1）学識経験者 

 （2）公共交通機関、サービス業、教育・子育て分野等の事業者の団体代表者等 

 （3）前各号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者 

３ 臨時委員の任期は、協議する当該特別の事項又は専門的な事項の協議に必要な期間と

する。 

（会長及び副会長） 

第 5条 地域協議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選により定める。 

２ 会長は、地域協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、その職務を代理する。 

（会議） 

第 6条 地域協議会は、会長が招集する。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くこと

ができる。 

（除斥） 

第 7 条 委員は、協議内容に利害関係のあるときは、その議事に加わることはできない。

ただし、地域協議会の同意を得たときには、会議に出席し、発言することができる。 

（幹事） 

第 8 条 地域協議会における協議及び検討の充実及び効率化のため、委員のほかにオブザ

ーバー及び幹事を置くことができる。 

２ オブザーバー及び幹事は、区長が任命する。 

３ オブザーバー及び幹事は、地域協議会に出席し、協議及び検討に必要な情報を提供す

るとともに、地域協議会で検討された事項に関する取組及び普及に努めるものとする。 

（部会） 

第 9条 地域協議会は、必要があると認めるときには、部会を設置することができる。 

２ 部会の設置及び構成は、会長が定める。 

（協議会の公開及び資料の取り扱い） 



第 10条 地域協議会の会議及び地域協議会に係る資料は、公開とする。ただし、出席した

委員の３分の２以上の多数で議決したときには、協議会の公開及び資料について公開し

ないことができる。 

（事務局） 

第 11条 地域協議会の庶務は、健康福祉部障害施策推進課が担当する。 

（個人情報の保護） 

第 12条 委員、これらの会議に出席した者等地域協議会関係者は、相談事例に係る障害者

等の個人情報保護に十分留意し、正当な理由なくその職務に関して知ることのできた情

報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。 

（委任） 

第 13条 この要綱に定めるもののほか、地域協議会の運営に必要な関し必要な事項は、別

に定める。 

 

付 則 

１ この要綱は、平成２９年１月４日から施行する。 

２ この要綱の施行の日以後、最初に委嘱される地域協議会の委員の任期は、第３条第２

項の規定にかかわらず、平成３０年３月３１日までとする。 

   付 則 

  この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

   付 則 

  この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 


